
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

な が 坂 
一般社団法人長崎県建築士会長崎支部事務局    

〒850-0032 長崎市興善町４－６－６０１号     TEL (095)826-5514 

E-mail：shikai_nagasaki@ngs1.cncm.ne.jp        FAX(095)826-5535 

 

 

事務局担当の 

徳久です。 

事務局から 

Ｎo,215 
2025 年 5 月  

長崎市立図書館 

市役所へ 旧県庁へ 

長崎支部事務局 

付近図 

www.kenchikushikai.ngs.jp/ (一社)長崎県建築士会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 

令和7年度総会および70周年記念

講演会並びに祝賀会へは多数のご

参加をいただき、ありがとうござ

いました。 

 

 

                                        女性部会  松川 京子   

 今年度の長崎支部収支予算で、青年女性部の活動助成費が見直されていました。これは日ごろの活動の

評価とこれからの期待を込めての予算だと思いました。私は出席できませんでしたが女性部会総会も滞り

なく終了し、今年度も親子木工教室の開催（8 月 2 日）、住宅ﾌｪｱへの参加等、青年部や県青年女性委員会と

協同し活動していくようです。活動に参加し士会の皆さんとお話しするだけでも自分の糧になると思って 

いる私にとっては嬉しいことです。６０代後半になりましたが、もう少し皆さんと楽しい時間を過ごしたいと思っていま

す。    ☆次回の例会は6月27日（金）18：00～長崎支部にて長崎支部にて（木工教室について他） 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

◆盛土規制法に基づく規制が始まります（開発指導係） 

 長崎市では、盛土等による災害から市民の命を守るため、令和 7 年 5 月 23 日より、盛土規制法に基づく規制を開始します。 

一定規模以上の「盛土・切土」又は「一時的な土石の堆積」に関する工事を行う場合は、事前に長崎市の許可が 

必要になります。なお、既に工事を行っている場合は令和７年６月１３日までに届出が必要になります。 

                                          ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください→ 

 

長崎市建築指導課からのお知らせ                 問い合わせ先： 095-829-1174・1176 

 

 私の庭 
（女性部会のコーナー）

 

 

 

◆特定空家等除却費補助金について(建築安全係) 

長崎市内に存在する老朽化し危険がある、もしくは危険となる恐れがある空き家を除却する者（所有者など）に対し、

除却費用の一部（除却費の 40％、上限 50 万円）を補助します。  ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください→ 

 

 

◇◇令和７年 （2025 年度） 【建築士定期講習】日程のお知らせ◇◇ 
＊建築士事務所に所属する一級/二級/木造建築士のうち、◎令和 4 年度（R4.4.1～R5.3.31）に受講した方、 

 ◎令和 4 年度の建築士試験に合格した方は令和 7 年度中に建築士定期講習を受講する必要があります！！ 

※令和 6 年度より 3 年間は（⼀社）⻑崎県建築⼠事務所協会が講習を実施いたします。℡095-826-7010 
 ●令和７年８月 ６日(水)・定員：40 名 ※受付期間：令和 7 年 4月 1 日(火)～令和 7 年 7 月 8 日(火)  

 ●令和８年２月 18 日(水)・定員：40 名 ※受付期間：令和 7 年 4月 1 日(火)～令和 8 年 2 月 2 日(月) 

 ●会場：長崎県建設総合会館 ８階（長崎市魚の町 3-33）    ●ＤＶＤ講習  

※講習会の申込等は(公財)建築技術教育普及センター及び(⼀社)⻑崎県建築⼠事務所協会のＨＰでご確認ください 

◆「長崎型気候風土適応住宅の基準」及び「長崎型気候風土適応住宅基準運用ガイドライン 
（解説書）」を策定しました（審査係） 

長崎市では、令和 7 年 4 月 1 日から全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられることに伴い、確認申請

時に外皮基準の適用除外を受けることができる、「長崎型気候風土適応住宅の基準」を策定しました。また、（一社）

長崎県建築士会による同住宅設計時の参考となる「同ガイドライン（解説書）」についても策定しています。 
                                      ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください→ 

 

 

◇◇建築工事主体の「監理技術者講習」（法定講習）令和７年度日程のお知らせ◇◇ 

佐世保会場  ◎令和７年６月 ４日(水)  佐世保市労働福祉センター（佐世保市稲荷町2-28）    定員20名 

島 原 会 場  ◎令和７年８月 22日(金) 島原市有明総合文化会館（島原市有明町大三東戌1382）定員20名 

島 原 会 場  ◎令和７年12月 12日(金) 島原市有明総合文化会館（島原市有明町大三東戌1382）定員20名 

⻑ 崎 会 場  ◎令和８年１月 20日(火) 長崎県勤労福祉会館（⻑崎市桜町9-6）                定員10名 
 ※講習会の詳細及び問合せは一般社団法人 長崎県建築士会のＨＰ監理技術者講習でご確認ください 

 

⻑崎⽀部からのお知らせ 令和 7 年 5 月より⻑崎⽀部事務局の就業日が変わります 
 現在、月曜日から金曜日（祝日除く）10：00～16：00 から水曜日を閉所し、月・火・木・金の 4 日間の

10：00～16：00 業務になります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどお願いいたします。 

御用の方は留守番電話にメッセージを残していただければ、後日、折り返しいたします。 

～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～ 

◆宅地のがけ災害対策費補助金について(開発指導係)  

 個人所有の宅地等のがけ面で、崩壊したがけの復旧または崩壊を未然に防ぐ工事を行う方に、災害対策工事に要する費

用の一部を助成します。 早めの防災対策を行い、災害を防ぎましょう。 

※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください→ 
 

◆木造戸建住宅の耐震補助事業について(指導係) 
 令和７年度も木造戸建住宅の耐震補助事業を実施します。 

 ①耐震診断費のうち、１１３，０００円を助成（自己負担額２３，０００円で診断できます） 

 ②耐震改修計画作成費及び耐震改修工事費についてセットで最大１００万円（現地建替工事費についても最大

１００万円）を助成（土地状況に制限あり）    ③除却工事費について最大３０万円を助成（指定地域のみ） 

 先着順受付、予定戸数になり次第締め切ります。        ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください→ 

 

◆長崎市空き家・空き地情報バンクについて（建築安全係） 
長崎市への移住・定住を検討されている市外在住の方、市内での転居を考えられている市民の方に市内に存在

する空き家・空き地の情報を提供し、そこに住んでもらうことで、地域の活性化、空き家の活用促進などを図ることを

目的に実施しています。                          ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください→  

 

◇令和７年６月１３日(金) 16：30～17：30 懇親会 18:00～ ◇会場：ホテルニュー長崎 地階 

★総会の出欠の返信をお願いいたします。出席・欠席の有無にかかわらず委任状の提出をお願いいたします。 

 

◎総会資料確認について ◎ 記念誌発行役割分担について ◎連合会会長表彰の推薦について  ◎終身会員

の推薦について ◎その他(・長崎型気候風土適応住宅ガイドラインノ完成についてほか) 

理事会の話題  4 月 15 日 18：00～ 

長崎県建築士会からのお知らせ              一般社団法人 長崎県建築士会(TEL095-828-0753)        

～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～ 

令和７年度 一般社団法人 長崎県建築士会定時総会のご案内 

 

令和７年度総会および 70 周年記念講演会・祝賀会を開催しました！ 

令和 7 年 4 月 25 日(金) ホテルセントヒル⻑崎において令和 7 年度総会および 70
周年記念講演会・祝賀会が開催されました。総会は滞りなく開催されました。総会
参加者は、45 名、委任状 105 通。その後、同会場にて松山将勝氏による「自作を
語る」というテーマで大変貴重な講演をいただきました。講演会参加者は 69 名。 
講演後には、⻑崎⽀部 70 周年記念祝賀会を開催し、参加者一同で懇親を深め楽し
いひと時を過ごしました。祝賀会参加者は 59 名。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◆老朽危険空き家対策について(建築安全係) 
 老朽化し、周辺への危険性が高い空き家を除却して、広場などの公共空間として整備します。対象となるのは、

建物と土地を市へ寄附でき、かつ地元自治会が、整備された公共空間を日常的に維持管理できる場合等です。 

 ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください→ 
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 レシプロカル構造というのをご存知でしょうか。レシプロカル構造とは部材同士が相互に支持し合うことで架構を形

成する構造形式を示します。短い部材で互いに支え合うことで、長スパンの部材を使うことなく大空間を形成する

ことが出来ます。木造のように製材の長さに限りがある場合には有効な手だとレシプロカル構造を知った時には思い

ました。互いに支持し合う架構は見た目も美しい形式であり、大分県にある板茂さんが設計したクアパーク長湯の 

屋根にも採用されております。模型程度ですが、実際に私も作ってみました。互いに支持し合う構造のため、部材のせかける形式と

すると写真のようにドーム状の形状となります。部材サイズも小さいですが、互いに支持し合うことで非常に強度が出る構造であり、

見た目にも美しいため、どこかで取り入れることが出来ればと考えています。 

建築レンジャー青年部                 青年部 陣川 晃司 


